
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に定める優良基準の適合認定等に係る事務処理要綱 

（趣旨）

第１条 この要綱は、市長の所管する区域内における廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和

４５年法律第１３７号）に基づく産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃

棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業（以下、「産業廃棄物処理業」という。）の許可

申請の際に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００号）第６条

の９第２号、第６条の１１第２号、第６条の１３第２号又は第６条の１４第２号に定める優れ

た能力及び実績を有する者の基準（以下「優良基準」という。）に適合する旨の認定（以下「優

良認定」という。）を行う際の手続について、必要な事項を定めるものとする。

なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令（平成２２年政令第

２４８号）附則第５条にて、許可の有効期間の満了日までの間に、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律施行規則等の一部を改正する規則（平成２３年省令第１号）附則第１３条、第１６条、

第１９条又は第２２条に定める基準に適合する旨の確認（以下「優良確認」という。）を行う際

の手続については、この要綱に特別の定めがある場合を除き、優良認定の規定を準用する。

（優良認定等の申請）

第２条 産業廃棄物処理業の許可申請に際し優良認定を受けようとする者は、当該許可申請に要

する書類に加えて、次に掲げる書類等を市長に提出しなければならない。

（１）遵法性に係る基準に適合することを誓約する書面（第１号様式）

（２）事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類

（３）環境配慮の取組に係る基準に適合することを証する書類

（４）電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類

（５）財務体質の健全性に係る基準に適合することを証する書類

２ 前項第２号の書類を優良認定を受けようとするもの以外の者が作成する場合は、書類を作成

する者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第９条の２第４項に定める者とする。

３ 優良確認を受けようとする者は、第１項各号の書類に加えて、次に掲げる書類を市長に提出

しなければならない。

（１）優良基準適合確認申請書（附則様式（附則第１２条、附則第１５条、附則第１８条、附則

第２１条関係））

（２）現に受けている産業廃棄物処理業の許可証の写し

（３）直前３年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別

注記表（現に受けている許可の申請書に添付したものを除く。）

（審査）

第３条 市長は、前条の申請を受けたときは、法に定める優良基準及び環境省が作成した「優良

産廃処理業者認定制度運用マニュアル」に基づき審査するものとする。

（審査結果の通知）

第４条 市長は、第２条の申請内容が優良基準に適合すると認めるときは優良基準適合認定等通



知書（第２号様式）、適合すると認められないときは優良基準不適合認定等通知書（第３号様

式）にて、その旨を申請者にそれぞれ通知するものとする。 

２ 前項で定める審査結果通知の決裁については、部長専決とする。

（許可申請の添付書類の省略）

第５条 市長は、優良認定又は優良確認を受けた者から産業廃棄物処理業の許可申請があったと

きは、次の書類の添付を要しないものとすることができる。 

（１）申請者が法人である場合には、直前３年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、

株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 

（２）申請者が法人である場合には、定款又は寄付行為 

（３）処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類（産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄

物処分業の許可申請の場合に限る。） 

（許可証の交付）

第６条 市長は、第２条の申請内容が優良基準に適合すると認めた場合で、当該申請に係る産業

廃棄物処理業の許可申請を許可したときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭

和４６年厚生省令第３５号）に定める様式（産業廃棄物収集運搬業は第７号の２、産業廃棄物

処分業は第９号の２、特別管理産業廃棄物収集運搬業は第１３号の２、特別管理産業廃棄物処

分業は第１５号の２）による許可証を交付するものとする。 

（優良基準不適合の申出）

第７条 優良認定又は優良確認を受けた者が優良基準に適合しなくなったときは、優良基準不適

合申出書（第４号様式）にて市長へ申し出なければならない。 

（公表等）

第８条 市長は、第６条の許可証を交付した際は、当該許可を受けた者の名称又は氏名、確認年

月日、許可番号、公開情報が閲覧できるホームページアドレス等について、許可の有効期限ま

でホームページで公表するものとする。 

２ 市長は、前条の申出を受けたとき又は優良基準に適合していないことが明らかと認められる

場合は、公表していた情報を削除し、必要に応じてその旨を公表できるものとする。

３ 市長は、第６条の許可証を交付した後に当該認定の申請時点において既に優良基準に適合し

ていなかったことが明らかになった場合は、当該許可証を返納させ、優良基準に適合する旨の

記載を修正したうえで再交付するとともに、その旨を公表できるものとする。

（救済措置）

第９条 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理業に係る優良認定制度の救済措置として行

われる許可更新期限の到来を待たずして許可の更新を行う場合の許可等事務処理に必要な事

項を別添のとおり定める。

（雑則）

第１０条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、環境局長が定めるものとする。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。



（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に定める評価基準への適合性確認に係る事務

処理要綱の廃止）

２ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に定める評価基準への適合性確認に係る事務

処理要綱は、廃止する。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

（旧要綱の廃止） 

２ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に定める評価基準への適合性確認に係る事務

処理要綱は、廃止する。 

附 則

（施行期日）

 この要綱は、平成２５年１０月１日から施行する。

   附 則

（施行期日）

 この要綱は、平成２７年３月１日から施行する。

   附 則

（施行期日）

 この要綱は、令和２年１０月１日から施行する。

   附 則

（施行期日）

この要綱は、令和３年４月１日から施行する



別添

許可更新期限の到来を待たずして許可の更新を行う場合の事務手続き

 この事務手続きに特別の定めがある場合を除き、川崎市産業廃棄物処理業者に係る審査基準及

び標準処理期間に関する規程の規定を準用する。

（対象事業者）

第１条 産業廃棄物処理業者（特別管理産業廃棄物処理業者を含む。）であって、優良認定を申請

するため、許可更新期限の到来を待たずして許可の更新を行う者。

（優良基準への適否の判断）

第２条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第９条の３第１号中「従前の法第１４条第

１項の許可に係る許可の有効期間（同条第３項に規定する許可の有効期間をいう。）」、同規則第

１０条の４の２第１号中「従前の法第１４条第６項の許可に係る許可の有効期間（同条第８項

に規定する許可の有効期間をいう。）」、同規則第１０条の１２の２第１号中「従前の法第１４条

の４第１項の許可に係る許可の有効期間（同条第３項に規定する許可の有効期間をいう。）」及

び同規則第１０条の１６の２第１号中「従前の法第１４条の４第６項の許可に係る許可の有効

期間（同条第８項に規定する許可の有効期間をいう。）」に「又は当該有効期間を含む連続する

５年間のいずれか長い期間」を追加する。

（要領の読替え）

第３条 川崎市産業廃棄物処理業者に係る審査基準及び標準処理期間に関する規程の規定にかか

わらず、許可申請に添付すべき修了証は、講習会を修了すべき者が受講しており、かつ、申請

日において有効期限内であって、申請する業の新規講習会及び更新講習会の修了証とする。

  なお、特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程の修了証は、産業廃棄物収集運搬業の許可申請

に、特別管理産業廃棄物の処分課程の修了証は、産業廃棄物処分業の許可申請に、それぞれ添

付できるものとする。 



第１号様式

誓 約 書

川崎市長 様

平成  年  月  日から平成  年  月  日までの間、廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律施行規則（昭和 46 年厚生省令第 35 号）第９条の３第１号に規定する特定不利益処分を受

けていないことを誓約します。 

                                年  月  日

住  所

氏  名                  

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

【特定不利益処分】

①廃棄物処理業に係る事業停止命令（法第７条の３及び第 14 条の３（法第 14 条の６におい

て準用する場合を含む｡））

②廃棄物処理施設に係る改善・使用停止命令（法第９条の２及び第 15 条の２の７）

③廃棄物処理施設の許可取消し（法第９条の２の２及び第 15 条の３）

④再生利用認定の取消し（法第９条の８第９項（法第 15 条の４の２第３項において準用する

場合を含む｡）

⑤広域認定の取消し（法第９条の９第 10 項（法第 15 条の４の３第３項において準用する場

合を含む｡）

⑥無害化認定の取消し（法第９条の 10 第７項（法第 15 条の４の４第３項において準用する

場合

を含む｡）

⑦廃棄物の不適正処理に係る改善命令（法第 19 条の３）

⑧廃棄物の不適正処理に係る措置命令（法第 19 条の４第１項、第 19 条の４の２第１項、第

19 条の５第１項及び第 19 条の６第１項）



第２号様式

優良基準適合認定等通知書

（優良確認の場合は適宜条文を修正）

年  月  日

                   様

 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

川崎市長          印

      年  月  日付けで申請のあった優良基準適合認定等については、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律施行令第６条の９第２号、第６条の１１第２号、第６条の１３第２号又は

第６条の１４第２号に規定する優良基準に適合していることを通知します。 

 ついては、本件申請の際許可申請を行うとしていた区分の産業廃棄物処理業の許可申請に当た

って、次の書類の添付を省略することができます。 

［添付を要しない書類］



第３号様式

優良基準不適合認定等通知書

（優良確認の場合は適宜条文を修正）

年  月  日

                   様

 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

川崎市長         印

      年  月  日付けで申請のあった優良基準適合認定等については、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律施行令第６条の９第２号、第６条の１１第２号、第６条の１３第２号又は

第６条の１４第２号に規定する優良基準に適合すると認められませんので、通知します。 

[優良基準に適合すると認められなかった理由］ 



第４号様式 

優良基準不適合申出書 
（優良確認の場合は適宜条文を修正）

年  月  日

川崎市長 様

申出者

住  所

氏  名

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第６条の９第２号、第６条の１１第２号、第６

条の１３第２号又は第６条の１４第２号に定める優良基準に適合しなくなったので、申し出

ます。

許可を受けた産業廃棄

物処理業の区分

・ 産業廃棄物収集運搬業

・ 産業廃棄物処分業

・ 特別管理産業廃棄物収集運搬業

・ 特別管理産業廃棄物処分業

許可を受けた産業廃棄

物処理業の許可番号

優良基準に適合しなく

なった年月日
      年  月  日

優良基準に適合しなく

なった理由

 備考１ 「許可を受けた産業廃棄物処理業の区分」欄は、該当するものに○印を付けてくださ

い。


